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福 島 県 県 営 住 宅 （ 会 津 地 区 ） 

指 定 管 理 者 募 集 要 項 

 

 「福島県県営住宅（会津地区）」の設置目的をより効率的に達成するため、地方自治

法第２４４条の２第３項の規定に基づく指定管理者（管理の業務を行う法人等）を募集

します。 

 業務仕様書、施設概要及び各種業務概要をよく確認して支出算定を行ってください。 

 

１ 県営住宅（会津地区）の概要（令和６年４月１日時点） 

  会津地区の県営住宅等は会津若松市及び喜多方市に所在しています。 

(1) 団地数      １７団地（うち復興公営住宅 ４団地） 

(2) 棟数       １４１棟（うち復興公営住宅 ５９棟） 

(3) 管理戸数   １，３９２戸（うち復興公営住宅 １３４戸） 

  ※令和６年３月末時点でうち２６７戸が空家 

(4) 駐車場区画数 １，３０２区画（うち復興公営住宅 ２２３区画） 

(5)  施設の詳細 

ア 名 称 

イ 所在地 

    ウ 施設規模及び構造詳細 

    エ 延床面積 

    オ 駐車場区画台数 

    カ 共同施設 

 「福島県県営住宅指定管理者業務仕様書、施

設概要及び各種業務概要（会津地区）」のとお

り 

 

 

２ 指定管理者が行う業務 

 指定管理者が行う業務は次のとおりであり、その詳細は、「福島県県営住宅指定管

理者業務仕様書、施設概要及び各種業務概要（会津地区）」のとおりです。 

(1) 入居及び退去に関する業務 

(2) 使用料納入通知書の送付及び家賃の納入指導業務 

(3) 入居者の指導に関する業務 

(4) 各種の申請書、届出書の受領、取り次ぎに関する業務 

(5) 各種書類の発送に関する業務 

(6) 駐車場管理業務 

(7) 維持修繕業務 

(8) 保守管理業務 

(9) 災害等緊急事態発生時における入居者等の避難対応等に関する業務 

(10) 事業計画書において提案した業務 

(11) 上記に付随する業務 

 

３ 業務遂行の基準 

(1) 県民の公平利用の確保 

   業務の遂行に当たっては、県民の平等な利用を確保する必要があります。 

(2) 関係法令の遵守 

   業務の遂行に当たっては、次の関係法令等を遵守し、県営住宅の設置目的に沿っ

た管理運営を行う必要があります。 
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  ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  イ 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号） 

  ウ 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号） 

  エ 公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号） 

  オ 福島県県営住宅等条例（昭和３５年福島県条例第１９号） 

  カ 福島県県営住宅等条例施行規則（平成９年福島県規則第８２号） 

  キ 福島県個人情報保護条例（平成６年福島県条例第７１号） 

  ク その他県営住宅管理業務に関連する法令、要領、通知等 

   ケ 労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令 

  コ 福島県暴力団排除条例（平成２３年福島県条例第５１号） 

(3) 適切な接遇 

住民からの問い合わせや相談に対しては、懇切丁寧に対応することは当然であ

るが、改善指導や家賃納入指導であっても粗野な言葉遣いや横暴な態度は厳禁であ

り、紳士的かつ毅然とした態度で行う必要があります。 

(4) 個人情報等の適切な取扱い   

   業務の遂行上知り得た個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別

され、又は識別され得るものをいう。）その他の情報を適切に取り扱う必要があり

ます。 

  (5) 情報の公開 

    福島県情報公開条例の趣旨に即して、公の施設の管理に係る情報公開に関する規 

     程を福島県（以下「県」という。）と協議の上、定めるほか、情報の公開に関し必 

     要な措置を講ずるものとします。 

  (6) 文書管理について 

 管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等の分類、保存及び廃棄に関する基

準その他文書等の管理に関する必要な事項を定め、県に報告しなければなりません。この場

合、文書の保存期限等については、県の取扱いに準ずるものとします。 

(7) 業務の一括再委託等の禁止 

   業務を一括して他の者に委託し、又は請け負わせることはできません。 

   ただし、業務の一部について、あらかじめ県が認めた場合には、この限りではあ

りません。 

(8) その他 

   その他の基準は、「福島県県営住宅（会津地区）指定管理者業務仕様書」に定め

るとおりです。 

 

４ 指定予定期間                           

 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

  ただし、下記事項に該当する場合には、指定を取り消すことなどがあります。 

 (1) 県による調査・指示等 

   県は、指定管理者の管理する県営住宅の管理の適正を期すため、指定管理者に対

して、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づいて、当該維持管理業務、

又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をする場合があ

ります。 
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 (2) 指定の取消し 

    指定管理者が次の事項に該当する場合には、県は、地方自治法第２４４条の２第

１１項の規定に基づきその指定を取り消すことができます。 

    この場合、県に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

    なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、業務を遂行できるよ

うに、文書等による適切な引き継ぎを行うものとします。 

ア  解散した場合 

イ 県の指示に従わないと認められる場合 

ウ 経営状況の悪化等により、前記２の指定管理者が行う業務を適切に遂行できな

いおそれがあると認められる場合 

エ 社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認めら

れる場合 

オ 正当な理由なくして指定後に締結する協定（「基本協定」及び「年度協定」）

の締結に応じないとき 

     カ  役員等が暴力団員である場合、実質的に暴力団が経営に関与していると認め 

     られる場合など社会的信用を損なう状態や行為等を確認したとき      

 (3) 指定の取消し又は業務の停止 

    次の場合、県は指定管理者に対して必要な指示を行い、期間を定めて改善策の提

出、実施等を求めることがあります。この場合において、指定管理者がその期間内

に改善することができなかった場合には、県は、地方自治法第２４４条の２第１１

項の規定に基づき指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は

一部の停止を命ずることができます。 

    この場合、県に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

    なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、業務を遂行できるよ

うに、文書等による適切な引き継ぎを行うものとします。 

   ア 指定後に締結する協定（「基本協定」及び「年度協定」）の事項に違反した

と認められる場合 

   イ 指定管理者から業務の継続が困難となった旨の報告等があった場合 

    ウ 県が直接管理していたときと比べて徴収率の低下や滞納額の増加など、状況

が悪化した場合 

 (4) 協定の解除 

    不可抗力等、県及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業

務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。一

定期間内に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面で通知することにより

協定を解除できるものとします。 

    なお、指定管理者は、この場合にも、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、業務

を遂行できるように、文書等による適切な引き継ぎを行うものとします。 

 

５ 業務遂行に係る経費           

(1) 当該業務では、利用料金制は採用しませんので、県営住宅の家賃及び駐車場使用

料の収入金はすべて、福島県の収入金として取り扱います。 

(2) 指定管理者は、県との協定に基づく委託料の範囲内ですべての業務の費用をまか

なうことになります。 

(3)  県が指定管理者に支払う委託料の額は、指定後に締結する協定（「年度協定」）

において会計年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに予算の範囲内で決定しま



 - 4 - 

す。 

(4)  県が指定管理者に支払った委託料の経費で購入した備品等の所有権は、県に帰属 

することを原則とします。 

   

（参考）過去４年間の実績額 

 令和２年度実績額          令和３年度実績額 

  人 件 費  ２７，４０２千円   人 件 費  ２７，４５１千円 

  直接事務費   ７，３１１千円   直接事務費   ６，７３２千円 

   一般管理費    ５，５４７千円   一般管理費   ６，３０１千円 

  維持修繕費  ３５，２３０千円   維持修繕費  ３５，２３６千円 

  保守管理費  ２５，０１６千円   保守管理費  ３６，４６９千円 

  合   計 １００，５０６千円      合   計  １１２，１８９千円 

 

※  令和２年４月１日時点      ※ 令和３年４月１日時点 

  団地数     １７団地      団地数     １７団地 

  棟数       １４１棟      棟数      １４１棟 

  管理戸数  １，３９２戸      管理戸数  １，３９２戸 

 

  令和４年度実績額         令和５年度実績額 

  人 件 費  ２９，４２９千円     人 件 費  ３０，３５５千円 

  直接事務費   ７，７４７千円      直接事務費   ７，９７７千円 

  一般管理費   ７，０７７千円      一般管理費   ７，３９９千円 

  維持修繕費  ３５，２３４千円      維持修繕費  ３５，２５２千円 

  保守管理費  ３４，３６１千円      保守管理費  ３４，０９９千円 

  合   計 １１３，８４８千円      合   計 １１５，０８２千円 

                                       

 ※ 令和４年４月１日時点      ※ 令和５年４月１日時点 

  団地数     １７団地      団地数     １７団地 

  棟数       １４１棟      棟数       １４１棟 

  管理戸数  １，３９２戸      管理戸数  １，３９２戸 

 

 ◇上記金額には、建築基準法第 12 条点検に係る費用が含まれています。 
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  (5) 退去者及び入居者の家賃徴収に対してインセンティブを設定する。 

  ア 退去者の家賃徴収に関するインセンティブについて 

①   目標徴収率の考え方 

 退去者の実績徴収率が目標徴収率（過去５年間の中で一番高い実績徴収率）

を上回った場合は、上回った率に応じた家賃調定額の 20％に相当する金額及び

消費税を委託料として支払います。 

 なお、インセンティブが適用された場合、支払いは翌年度に委託料を増額す

るものとし、指定期間の最終年度は、年度途中の徴収実績で判断します。 

     また、目標徴収率の考え方は必ずしも固定ではなく、今後、随時見直すこと

もあります。 

   ② 報酬金の試算例 

○目標徴収率 過去５年間の中で退去者の徴収率が一番高い年度の数値とする。 

年度 R1 R2 R3 R4 R5 目標徴収率 
※数値は例示です 

 実績 4.68 2.55 5.58 6.82 10.26 10.26 

○試 算：実績徴収率が 11.26％の場合 

実績徴収率（11.26％）－目標徴収率（10.26％）＝１％上回った。 

算定対象金額＝当該年度の最終家賃調定額×（最終収納率－目標徴収率） 

＝32,000,000 円×（11.26－10.26）（％）＝320,000 円 

委託料（報奨相当額）＝320,000 円×20％＋消費税（10％（※））＝70,400

円 

   ※ 消費税率が変更となる場合には、変更後の消費税率を適用します。 

  イ 入居者の家賃徴収に関するインセンティブについて 

①   目標徴収率の考え方 

      入居者の実績徴収率が、目標徴収率（過去５年間の中で一番高い実績徴収率） 

    を上回った場合は、上回った率に応じた家賃調定額の 20％に相当する金額及 

    び消費税を委託料として支払います。 

 なお、インセンティブが適用された場合、支払いは翌年度に行うものとし、

指定期間の最終年度は、年度途中の徴収実績で判断します。 

     また、目標徴収率の考え方は必ずしも固定ではなく、今後、随時見直すこと

もあります。 

   ② 報酬金の試算例 

○目標徴収率  過去５年間の中で入居者の徴収率が一番高い年度の数値とす

る。 

 参考 R1 R2 R3 R4 R5 目標徴収率 ※数値は例示です 

 実績 97.37 98.13 98.16 98.51 98.23 98.51 

○試 算：実績徴収率が、98.81％の場合 

 実績徴収率（98.81％）－目標徴収率（98.51％）＝0.3％上回った。 

算定対象金額＝当該年度の最終家賃調定額×（最終収納率－目標徴収率） 

＝480,000,000 円×（98.81－98.51）（％）＝1,440,000 円 

委託料（報奨相当額）＝1,440,000 円×20％＋消費税（10％）=316,800 円 

  (6) 委託料は、災害等不測の事態の発生など特別な場合を除き、原則として増額いた

しません。 

 

 



 - 6 - 

６ 複数地区の指定を受けた場合の経費縮減 

複数地区の指定を受けた場合は、業務の効率性から必要経費の一部を圧縮できるこ

とから、その場合の縮減額について提案してください。 

 

７ 指定管理者と県の責任の分担 

  県と指定管理者の責任の分担はおおむね次のとおりとし、詳細については指定後に

締結する協定（「基本協定」）において定めます。 

 

 

種 類 

 

 

内  容 

 

負 担 者 

指定管理者 県 

施設、設備、 
備品等の維持
管理 

 

 

 

○ 

 

 

 

施設、設備、 
備品等の修繕 

概ね５００千円以下のもの ○ 
 

 

上記以外のもの 
 

○ 

不可抗力 

暴風、豪雨、洪水、火災、暴動その他県ま
たは指定管理者のいずれの責めにも帰すこ
とのできない自然的または人為的な現象に
伴う施設、設備、備品の復旧経費及び業務
不履行 

 

○ 

施設、設備の
損傷 

管理者としての注意義務を怠ったことによ
るもの 

○  

施設・設備の設計・構造上によるもの 
 

 
○ 

上記以外の事由によるもの 
 

 
○ 

備品等の損傷 

管理者としての注意義務を怠ったことによ
るもの 

○ 

 

 

 

上記以外の事由によるもの 
 

 
○ 

第三者への賠
償 

管理者としての注意義務を怠ったことによ
るもの 

○ 

 

 

 

上記以外の事由によるもの 
 

 
○ 

事故・災害発
生時の業務停
止による運営
リスク 

管理者としての注意義務を怠ったことによ
るもの 

     ○ 

 

 

 

上記以外の事由によるもの 
 

 
○ 
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保険の加入 建物の火災保険 
 

 
○ 

包括的管理責
任 

  ○ 

 

８ 事業評価 

  県が実施する団地管理人及び入居者に対する満足度調査結果を指定管理者に提示

し、指定管理者が自己評価した結果を指定管理者選定検討会において、契約後３年目

に検証します。 

また、事業計画書において提案した業務についての実施状況を確認し、評価します。 

  検証の結果、改善を求める場合は、県から行政指導を行う場合があります。 

 

９ 申請者の資格 

 (1) 福島県内に本店又は支店・営業所・事業所等（支店・営業所・事業所等について

は、契約権限があるものに限る。）を置く法人その他の団体（以下「法人等」とい

う。）であって、次に示す要件のいずれにも該当しない法人等とします（法人格の

有無は問いませんが、個人での応募はできません。）。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

ること 

イ 県が行う工事若しくは製造の請負、庁舎等維持管理業務の委託、物品の買入れ

又は修繕の契約の入札について、指名停止措置を受けていること 

ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により、

県又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日か

ら２年を経過しないこと 

エ 県税（ただし、県民税、事業税及び自動車税に限る。）、消費税及び地方消費

税（以下「県税等」という。）を滞納していること 

オ 会社更生法（昭和１４年１２月１３日法律第１５４号)又は民事再生法（平成１

１年１２月２２日法律第２２５号）に基づく手続きを行っていること 

カ 法人等又はその役員（以下「役員等」という。）が次に掲げる事項に該当する

こと。 

(ｱ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」と

いう。）第２条第２号に規定する団体をいう。以下同じ。） 

(ｲ) 役員等に暴力団員等（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）が就任していること 

(ｳ) 暴力団員等が法人等の事業活動を支配していること 

(ｴ) 暴力団の威力を法人等の活動に利用していること 

(ｵ) 暴力団又は暴力団員等が法人等の経営又は運営に実質的に関与していること 

(ｶ) 役員等が、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与している団体

等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持運営

に協力し、又は関与していること 

(ｷ) 法人等が暴力団員等を雇用していること 

(ｸ) 役員等が暴力団員等と密接な交際をするなど、社会的に非難されるべき関係を

有していること 

(ｹ) 役員のうち、次に該当するものがある者 

  ① 破産者で復権を得ないこと 
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  ② 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しないこと 

 (2) 複数の法人等で構成されたグループ（以下「グループ」という。）による申請の

場合には、グループの名称、代表となる法人等などを規定した規約等を策定するも

のとします。 

    なお、グループの構成員は、上記(1)の要件を満たすとともに、他のグループの

構成員となり、又は単独で申請を行うことはできません。 

 (3) 申請の日及び施設の管理開始後、法人等に１級又は２級建築士の有資格者が常勤 

   で在籍すること。 

また、業務の実施場所において常勤で配置することを原則としますが、非常勤で

も維持修繕に係る指示及び完了検査の確認並びに保守管理委託業務等に係る点検

状況等の確認業務を十分に行える程度の勤務体制が確保できる場合はこの限りで

はありません。 

 (4) 申請の日及び施設の管理開始後、防火管理者の資格を有している者が法人等に在

籍しているか、または、施設の管理開始時点で有資格者を配置できること。 

 

１０ 選定等の日程 

(1) 募集要項の配布      令和６年６月２８日（金）から 

               令和６年８月１９日（月）まで 

(2) 募集説明会        令和６年７月１０日（水） 

(3) 質問受付         令和６年６月２８日（金）から 

               令和６年７月２６日（金）まで 

(4) 質問への回答       令和６年６月２８日（金）から 

               令和６年８月 ２日（金）まで 

(5) 申請の受付                 令和６年６月２８日（金）から 

               令和６年８月１９日（月）まで 

(6) １次審査の結果及び２次審査の案内  令和６年 ９月上旬 

(7) １次審査通過者による２次審査    令和６年 ９月上旬 

(8) ２次審査の結果通知         令和６年１０月中旬 

 

１１ 申請の方法 

 (1) 募集要項の配布 

  ア 期間 令和６年６月２８日（金）から８月１９日（月）まで 

  イ 配布方法   福島県のホームページから入手してください。 

建築総室ホームページ 

         http://www.pref.fukushima.lg.jp/ 

        福島県のトップページを表示し、サイト内検索で 

         「建築総室 指定管理者」と入力してください。 

  ※インターネット環境がない場合は紙媒体にて配布しますので下記までお問い合わ

せください。 

  福島県土木部建築住宅課 

     福島市杉妻町２番１６号（福島県庁本庁舎４階） 

       電話 ０２４－５２１－７５１９（直通） 

    福島県会津若松建設事務所行政課 

    会津若松市追手町７番５号番地（福島県会津若松合同庁舎２階） 
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      電話 ０２４２－２９－５４２７（直通） 

 福島県喜多方建設事務所行政課 

    喜多方市松山町鳥見山字天神６番地の３（福島県喜多方合同庁舎２階） 

      電話 ０２４１－２４－５７１３（直通） 

 (2) 募集説明会の開催 

  ア 開催日時 令和６年７月１０日（水）午後２時００分から 

  イ 開催場所  福島県自治会館７０３会議室（福島県福島市中町８－２） 

  ウ 参加申込 様式第８号の説明会参加申込書を、準備の都合上、募集説明会の前

日午後４時までに、下記「１７問い合わせ先」へ、メール又はファ

クシミリにより提出してください。 

    ※１ 募集説明会に参加しない場合でも、指定管理者の応募は可能です。 

    ※２ 参加者は、１団体につき２名までとさせていただきます。 

 (3) 質問の受付等 

  ア 受付期間：令和６年６月２８日（金）から令和６年７月２６日（金）まで 

          持参の場合は、上記受付期間のうち、土曜日・日曜日を除き、受付

時間は下記(4)イに準じる。 

  イ 受付方法：募集要項に関して質問事項がある場合には、様式第９号の質問書に

より質問を受け付けます。質問書は、持参、郵送、ファクシミリ又は

電子メールで、下記「１７問い合わせ先」まで提出して下さい。 

         質問書の提出の際には、「指定管理者募集に関する質問」の旨を明

記して下さい。 

  ウ 回答期日：随時 

  エ 回答方法：福島県のホームページの建築住宅課のページに質問及び回答を掲載

して公開します。 

（福島県のトップページ（http://www.pref.fukushima.lg.jp）を表

示し、サイト内検索で「建築総室 指定管理者」と入力してください。） 

         なお、質問者及び説明会参加者すべてにはファクシミリ又は電子メ 

        ールで回答します。 

 (4) 申請の受付 

  ア 受付期間 

       令和６年６月２８日（金）から８月１９日（月）まで 

       ただし、土曜日・日曜日・祝祭日は除く。 

  イ 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ウ 受付場所  

     福島県土木部建築住宅課 

   福島市杉妻町２番１６号（福島県庁本庁舎４階） 

  エ 受付方法 

  持参又は郵送とし最終日受付時間内に必着とします。 

 (5) 提出書類 

   指定管理者指定申請書（様式第１号）及び添付書類 

     添付書類は以下のアからシのとおりです。 

   グループによる申請の場合には、ウからシまでについては、構成員ごとに提出し

ていただきます。 

    なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 
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   また、複数地区に申請を行う場合には、それぞれに申請書を提出することになり

ますので、事業計画書及び支出計画書もそれぞれに策定していただくこととなりま

す。 

ア 当該公の施設の管理の業務に関する、県営住宅（会津地区）管理事業計画書（様

式第２号） 

イ 管理業務支出計画書（様式第３号） 

  指定期間の支出計画については、①人件費、②直接事務費、③一般管理費、④

維持修繕費及び⑤保守管理費に分けて管理業務支出計画書へ記載すること 

  なお、消費税及び地方消費税は 10％で作成してください。 

    今後、消費税率が変更となる場合、県は適切な委託料となるよう対応します。 

ウ 定款、寄附行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類 

エ  法人にあっては、登記事項証明書（申請日前３ヶ月以内に発行されたもの）並

びに役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類（法人等の役員名簿（様式

第４号）） 

オ  法人でない団体にあっては、役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類（法 

    人等の役員名簿（様式第４号））並びに代表者の住民票（申請日前３ヶ月以内に 

      発行されたもの） 

カ 申請の日の属する事業年度の開始日の直前三年の各事業年度の貸借対照表、損

益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類 

キ 申請の日の属する事業年度の開始日の直前三年の各事業年度の事業報告書その

他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類 

ク 県税等の滞納がないことの証明書（申請日前３ヶ月以内に発行されたもの） 

  ※ 本県の県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業所を有す 

    る者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の当該都道府県税につい  

    て未納がないことの証明書 

ケ 前記９(1)に掲げる欠格条項に該当しないことの宣誓書（県営住宅（会津地区）

の指定管理者の指定申請に係る宣誓書（様式第５号）） 

コ 令和６年６月２８日時点において、福島県内にある本社を含めた事業所におい

て、期間の定めのない雇用契約で働いている正社員数を記載した書類（期間の定

めのない雇用契約で働いている正社員数について（様式第６号）） 

サ 該当がない書類がある場合には、その旨の申立書（県営住宅（会津地区）の指

定管理者の指定申請に係る申立書（様式第７号）） 

シ 県営住宅と同種又は類似の施設の管理運営実績があるときは、それを明らかに 

する書類 

  (6) 提出部数 １部 

 (7) 申請における留意事項 

ア 申請等の作成に当たって、留意すべきこと 

 (ｱ)  申請書等は定められた様式に従うこと。ただし、様式第２号については、最 

大１５ページ以内（任意の資料を添付する場合はそれを含む）で各項目の欄 

幅の増減を認めます。 

 (ｲ) 申請書等の作成に用いる文字は 10.5 ポイント以上とすること。  

イ 申請及びヒアリングに要する経費等は、申請者の負担とします。 

ウ 提出された書類は、返却しません。 

エ 提出された書類の内容は、変更することはできません。（単純な錯誤の修正

等の軽微な修正は除く。） 
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     オ 申請受付後に辞退する場合には、下記「１７問い合わせ先」に電話連絡のうえ、 

     書面にて提出して下さい。 

 カ 提出された書類の著作権は、それぞれの申請者に帰属します。ただし、県は、 

      必要に応じ、審査等のため複写するとともに、指定管理者候補団体決定後の公表 

      等において全部又は一部を無償で使用できるものとします。 

 キ 提出された書類は、福島県情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となりま 

      すので、情報公開の請求により開示することがあります。 

  ク 提出された書類が次の事項に該当する場合は、申請が無効となることがありま 

す。なお、無効となった場合には、申請者に、理由を付して通知します。 

(ｱ) 異なる申請書を複数提出した場合 

(ｲ) 申請方法を遵守せずに提出した場合 

(ｳ) 様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しない場合 

(ｴ) 記載すべき内容が記載されていない場合 

(ｵ) 虚偽の内容が記載されてある場合 

(ｶ) その他不正な行為があった場合 

 

１２ 指定管理者候補団体選定の方法 

   指定管理者候補団体については、提出書類に基づき、学識経験者、専門家、福島

県職員などの委員で構成する「指定管理者選定検討会」による第１次審査（書類審

査）及び第２次審査（ヒアリング）により選定の上、決定します。 

  なお、決定後には、申請状況、審査内容等の概要を公表します。 

(1) 指定管理者選定検討会による「第１次審査（書類審査）」 

ア 提出書類に基づき書類審査を行います。 

イ 第１次審査の結果については、全申請者あてに令和６年９月上旬頃に通知し、

第１次審査通過者には第２次審査の日時及び場所を通知します。 

(2) 指定管理者選定検討会による「第２次審査（ヒアリング）」 

ア 提出書類に基づいて、ヒアリング審査を行います。 

イ ヒアリングの説明は、申請書のみで説明を行って頂きます。 

ウ ヒアリングの出席者は３名以内とします。 

エ 指定管理者候補団体として、１法人等を選定します。 

(3) 選定の基準等 

 選定に当たっての基準等は次のとおりであり、県営住宅等の管理を効率的に安定

して行うために必要となる能力を総合的に判断し、「指定管理者選定検討会」によ

る審査において、各委員が審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理者候補

団体として選定します。 

選 定 基 準 審 査 項 目 配点割合 

１ 県民の平等な利用を確保するこ 

とができるものであること。 

１  法人（団体）としての 

経営理念、特徴等 

２  県営住宅の管理運営体 

 制 

       ７ 

２ 関係法令を遵守するものである 

こと。  
        ５ 
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３ 県営住宅の施設の効用を最大限 

に発揮させるとともに、管理に係 

る経費の縮減を図ることができる 

ものであること。 

３  県営住宅の管理運営に 

当たっての取組方針 

４  県営住宅の維持修繕及 

び保守管理業務に当たっ 

ての取組方針 

５  県営住宅の施設の効用 

を最大限に発揮する方策 

及び管理経費の縮減策 

６  要望、苦情に対しての 

処理方針 

７  県営住宅の管理に当た 

っての緊急時の対応方針 

８  県営住宅管理システム 

の管理体制 

９ 個人情報保護対策 

10 その他、特記事項 

       １７ 

４ 事業計画書に沿った管理を安定 

して行う業務遂行能力を有してい 

るものであること。 

       ４３ 

５ 業務上知り得た個人情報その他 

の情報を漏らし、又は不当な目的 

に使用しない体制が整備されてい 

るものであること。  

       ８ 

６ その他       １０ 

 １から６の特筆すべき内容         １０ 

 （注） 選定基準毎の配点割合は、１００点満点の配点を示すものです。 

(4) 指定管理者候補団体の決定 

ア 指定管理者選定検討会による選定結果を踏まえ、指定管理者候補団体を決定し

ます。 

イ 決定結果については、２次審査を行った申請者あて、令和６年１０月中旬頃に

通知します。 

 

１３  選定後のスケジュールについて 

 (1) 指定管理者の指定 

 指定管理者候補団体については、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、県議会（令和６年１２月予定）における議決を経て、指定管理者として指定を

行う予定です。 

 (2) 指定管理者との協定の締結 

ア 協定の種類 

 前記の指定後に、県と指定管理者との間で損害が生じた場合の賠償の考え方や

情報公開への対応等の指定期間全体に係る基本的事項を定める「基本協定」及び

会計年度ごとに事業の実施、委託料等の細目的事項を定める「年度協定」の締結

を行う予定です。 

 なお、必要に応じて「仮協定」を締結することがあります。 

  イ 協定の内容 

 協定の具体的内容については、県と指定管理者が協議の上、定めることとしま

すが主な項目は次のとおりです。 

   (ｱ) 基本協定 

① 業務に関する基本的な事項 

② 緊急時の管理・責任分担に関する事項 

③ 県が支払うべき管理経費に関する基本的な事項 
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④ 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項 

⑤ 業務計画に関する事項（事業計画書とは別に、業務計画書を作成すること

になります。） 

⑥ 業務報告に関する事項（業務報告書を毎年及び毎月報告することになりま 

           す。） 

⑦ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項 

⑧ 指定期間に関する事項 

⑨ 損害賠償及び不可抗力に関する事項 

⑩  その他 

   (ｲ) 年度協定 

① 当該年度の業務内容に関する事項（当該年度の業務計画書を作成すること

となります。） 

② 当該年度に県が支払うべき管理経費に関する事項 

③ 当該年度の取組方針等に関する事項 

④ その他 

     ウ 協定を締結できない場合 

  指定管理者が、協定締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を 

  取消し、協定を締結しないことがあります。 

①  正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

②   財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

③  著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと

認められるとき。 

 

１４ 経費の支払い 

   経費の支払いについては、事業計画書において提示のあった金額に基づき、年度

毎に予算の範囲内で指定管理者と協議を行い、年度協定を締結した後、年度協定の

委託額を上限として、予算執行計画書に基づいて支払います。 

   経費のうち、人件費、直接事務費、一般管理費及び保守管理費については、四半

期毎に前金払いとし、精算は行いません。維持修繕費については、四半期毎に概算

払いとし、年度末に精算を行います。 

 

１５ 業務の引き継ぎについて 

   指定管理者として指定された後、指定期間開始前に、現在の指定管理者との間で、 

  業務の引き継ぎをしていただきます。 

   指定期間が終了したとき又は指定が取り消されたときは、次期指定管理者又は県

に業務を引き継ぐこととなります。業務を引き継ぐ際は、文書等により円滑な引き

継ぎを行うとともに、必要なデータ等について提出していただきます。 

 

１６ その他 

 (1) 指定管理者は、法人税、消費税等の納税義務を負う必要があるため、所管税務署

等の関係機関に、納税について確認する必要があります。 

 (2) 指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は消滅したときは、そ

れによって生じた損害を県に賠償しなければなりません。 

 (3) 指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者

はその損害を賠償しなければなりません。 
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 (4) 不可抗力の発生に起因して、県及び指定管理者に損害が発生した場合、県と指定

管理者の協議を行って、不可抗力の判定や費用負担等を決定します。 

 (5) 事業執行において「県営住宅（会津地区）管理事業計画書」の内容と著しい乖離

が見込まれる場合は、再度協議を行うこととします。 

 (6) 指定管理者は、自己の責任及び負担において、令和７年４月１日から県営住宅等

の管理運営に係る業務を円滑に遂行できるように、人的及び物的体制を整える必要

があります。 

(7) 県は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、施設管理が適正かどう

かを確認するため、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を

求め、実地に調査し、又は必要な指示を行います。 

 (8) 指定管理者は、障がい者の雇用を促進する観点から、その雇用に努めるものとし

ます。 

 (9) エレベーター等の保守業務については、指定期間開始と同時に契約が必要となる

業務がありますので、注意をしてください。 

 

１７ 問い合わせ先 

   福島県土木部建築住宅課 

     福島県福島市杉妻町２－１６（福島県庁本庁舎４階） 

     ＴＥＬ ０２４－５２１－７５１９（直通） 

     ＦＡＸ ０２４－５２１－７９５５ 

        メールアドレス   kenchikujuutaku@pref.fukushima.lg.jp 


